
 

 
 
 
 
 

 

令０２原機（環材）０１５ 

令和３年３月２２日 

   

 

 

原子力規制委員会 殿 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

理事長  児 玉 敏 雄 

（公印省略）        

 

核燃料物質使用変更許可申請書の一部補正について 

 

 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５５条第１項の規定に基づき、

令和２年８月７日付け令０２原機（環材）００３をもって申請し、令和２年１２月２３日付

け令０２原機（環材）００７をもって一部補正した大洗研究所（北地区）の核燃料物質使用

変更許可申請書を別紙のとおり一部補正いたします。 

  



別 紙 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

名    称  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

住    所  茨城県那珂郡東海村大字舟石川７６５番地１ 

代表者の氏名  理事長 児玉 敏雄 

事業所の名称  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究所（北地区） 

事業所の住所  茨城県東茨城郡大洗町成田町４００２番地 

 

２．使用の場所 

・ＪＭＴＲ（政令第４１条該当） 

・ホットラボ（政令第４１条該当） 

・燃料研究棟（政令第４１条該当） 

・ＨＴＴＲ（政令第４１条該当） 

・安全管理棟（政令第４１条非該当） 

 

３．変更の内容 

令和２年８月７日付け令０２原機（環材）００３をもって申請し、令和２年１２月２

３日付け令０２原機（環材）００７をもって一部補正した大洗研究所（北地区）の核燃

料物質使用変更許可申請書について、大洗研究所（北地区）共通編、ＪＭＴＲ（施設番

号１）、ホットラボ（施設番号２）に係る内容を、本補正を含め次のとおり変更する。

詳細については、別添 1から別添 3に示す。 

（１）共通編（別添１） 

１）最新状況への見直しに伴い、以下の変更を行う。 

① 事務上の連絡先の見直しを行う。 

② 技術者数及び有資格者数の見直しを行う。 

２）ＪＭＴＲにおいて照射設備を削除するため評価の見直しを行う。 

３）ホットラボの使用の目的の変更に伴い、実効線量の見直しを行う。 

４）許可基準規則の適合性に係る見直しを行う。 

①添付書類 1の第 2．1表の固体廃棄施設に起因する重畳実効線量評価結果の

うち、ＪＭＴＲの実効線量について見直しを行う。 

５）記載の適正化を行う。 

  



（２）ＪＭＴＲ（別添２） 

１）照射設備の削除に伴う記載の見直しを行う。 

２）照射後試験の削除に伴う記載の見直しを行う。 

３）許可基準規則の適合性について以下のとおり見直しを行う。 

①添付書類 1 の 2.遮蔽の甲区域における遮蔽区分の見直し、2.2.3 保管廃棄

設備に固体廃棄物を保管したときの遮蔽のうち、保管廃棄設備の実効線量

の評価について見直しを行う。 

②添付書類 1 の 25.非常用電源設備に商用電源喪失時の代替措置として可搬

型発電機についての追記を行うとともに、添付書類 1の 18.使用前検査対象

施設の共用に保安のために講ずる措置に用いる設備の記載の追加を行う。 

③添付書類 2 の 1.設計評価事故時の放射線障害の防止の評価について、設計

事故の見直しを行う。 

④上記以外の項目については、既許可からの記載の見直し及び施設の実態を

踏まえた追記を行う。 

４）記載の適正化を行う。 

 

（３）ホットラボ（別添３） 

１）使用の目的及び使用の方法の変更を行う。 

２）使用の目的の変更に伴う取扱設備・機器の削除及び見直しを行う。 

３）貯蔵に伴う搬入及び払出しに伴う搬出に係る作業フローチャートの見直し

を行う。 

４）安全上の重要な施設の再評価を行い追記するとともに、経緯及び条件の明確

化について記載を行う。 

５）許可基準規則の適合性において、既許可からの記載の見直し及び施設の実態

を踏まえた追記を行う。 

６）記載の適正化を行う。  



４．変更の理由 

（１）共通編（別添１） 

１）最新情報への見直しのため。 

２）ＪＭＴＲ原子炉施設（材料試験炉）に係る廃止措置計画認可申請書を提出し、

ＪＭＴＲにおいて照射試験等を行わないため。 

３）ホットラボにおいて照射後試験を行わないため。 

４）許可基準規則の適合性について対応するため。 

①ＪＭＴＲにおいて実態に即した廃棄物保管庫の実効線量の評価の見直しを

行うため。 

５）記載の適正化を図るため。 

 

（２）ＪＭＴＲ（別添２） 

１）ＪＭＴＲ原子炉施設（材料試験炉）に係る廃止措置計画認可申請書を提出し、

ＪＭＴＲにおいて照射試験等を行わないため。 

２）大洗研究所（北地区）ホットラボ（施設番号２）の核燃料物質使用変更許可

申請書との整合を図るため（照射後試験を削除）。 

３）許可基準規則の適合性について以下のとおり対応する。 

①他許可との整合及び実態に即した保管廃棄設備の実効線量の評価として見

直しを行うため。 

②商用電源喪失時における電源設備の代替措置について補足するため。 

③照射設備の削除に伴い、評価対象を変更するため。 

④既許可からの記載の見直し及び追加する事項について設計変更等に該当す

るかを明記するため。 

４）記載の適正化を図るため。 

 

（３）ホットラボ（別添３） 

１）照射後試験を行わないことによる使用の目的及び使用の方法の変更のため。 

２）使用の目的の変更に伴い使用予定がなくなった機器等の管理の明確化及び

変更理由について具体的に記載するため。 

３）使用目的及び使用の方法の変更に伴い作業内容の見直しを行うため。 

４）地震による安全機能喪失の評価を行うとともに、他施設の許可に記載のない

安全上重要な施設の特定を記載した経緯、理由及び条件について追記する

ため。 

５）許可基準規則の適合性について、既許可からの記載の見直し及び追記する事

項について、設計変更等に該当するかを明記するため。 

６）記載の適正化を図るため。 

以上 



核燃料物質使⽤変更許可申請書

⼤洗研究所（北地区）

新旧対照表

別添１ ― 共通編

別添２ ― ＪＭＴＲ編

別添３ ― ホットラボ編





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































参考資料 

補正内容及び理由 

 

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区）の核燃料物質使用変更許

可申請書の補正内容及び理由は、次のとおりである。 

 

１．補正の内容 

 令和２年８月７日付け令０２原機（環材）００３をもって申請し、令和２年１２月

２３日付け令０２原機（環材）００７をもって一部補正した大洗研究所（北地区）の核

燃料物質使用変更許可申請書について次のとおり変更する。 

（１）表紙 

１）新旧対照表の前に「取扱注意」情報を記載した表紙を追加する。 

 

（２）共通編 

１）添 1-4 頁の「毎」に下線を付ける。 

２）添 1-17 頁の変更理由の記載の適正化を行う。 

 

（３）ＪＭＴＲ 

１）本-1 頁の「取扱注意」情報を削除する。 

２）添 1-28 頁及び 29 頁の変更前の「施設」に下線を付ける。また、変更理由を

追加する。 

３）添 1-47、48 頁の章立ての変更を行う（22.2.5、22.3.2、22.3.3）。 

４）添 2-2～5 頁の章立ての変更を行う 

（1.1、1.2、1.3、1.3.1、1.3.2、1.3.3、1.4、1.4.1、1.4.2、1.5）。 

 

（４）ホットラボ 

１）添 1-4 頁に表 1 に係る説明と表 1 を追加する。 

２）添 1-23 頁の（変更前）表-9 を差し替える。 

３）添 1-31 頁に記載されていた（変更前）表-16、（変更後）表-18 の表を削除

する。 

４）添 1-33 頁に（変更前）表-19、（変更後）表-21 の表を追加する。 

５）添 1-54 頁の章立ての変更を行う（7.1、7.1.1、7.1.2）。 

６）添 1-70 頁の章立ての変更を行う（20.1、20.1.1、20.1.2）。 

７）添 2-5 頁の一般公衆に対する影響評価における一般公衆の被ばく線量及び

小児甲状腺の等価線量の指数の訂正を行う。 

８）添 2-6 頁の表-3 における実効線量及び小児甲状腺等価線量の比の訂正を行

う。  



２．補正の理由 

（１）表紙 

１）新旧対照表に核物質防護情報が含まれているため。 

 

（２）共通編 

１）記載の適正化を図るため。 

２）記載の適正化を図るため。 

 

（３）ＪＭＴＲ 

１）表紙に記載するため。 

２）記載の適正化を図るため。 

３）添 1-47、48 頁の章立ての適正化を図るため。 

４）添 2-2～5 頁の章立ての適正化を図るため。 

 

（４）ホットラボ 

１）欠落していたため。 

２）平仮名表記であるべき箇所が漢字表記になっていたため。 

３）添 1-30 頁と重複していたため。 

４）欠落していたため。 

５）添 1-54 頁の章立ての適正化を図るため。 

６）添 1-70 頁の章立ての適正化を図るため。 

７）記載の誤りを正すため。 

８）記載の誤りを正すため。 

 

以上 


